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バージョンアップ情報〔給与上手くんα〕 
VERSION:25.008 

●給与上手くんα VERSION:16.101 
●給与上手くんαクラウド・給与上手くんαクラウド SE VERSION:16.101 
 
当プログラムは、マイクロソフト社のサポート対応終了に伴い、Windows XP・Vista・7・8.1・10 搭載機へのイ
ンストールは不可となっています。 
 
 「通勤⼿当非課税限度額」の改正 
 令和 7 年 11 月 19 ⽇に所得税法施⾏令の一部を改正する政令（令和 7 年政令第 380 号）が公布さ

れ、通勤のため⾃動⾞などの交通⽤具を使⽤している給与所得者に⽀給する通勤⼿当の非課税限度
額が引き上げられました。 

 
 令和８年分から適⽤される改正 
 源泉徴収税額表 

①令和８年分源泉徴収税額表に対応しました。 
 
 給与・賞与／⼊⼒・出⼒ 
 給与・賞与 

①クラウド共有を⾏っているマスターにおいて、個⼈番号欄がグレーで空欄になるケースがあったの
を修正しました。 

 出⼒処理 
①次月計算基礎票 

給与体系登録の条件によって、「給与体系登録で未登録の下記項目に⾦額が発⽣している社員がい
ます。該当社員は明細書⼊⼒画⾯の差引⽀給額が⾚表⽰されますので、下記項目を一覧⼊⼒画⾯
で確認してください。」のメッセージが表⽰されるケースがあったのを表⽰しないように修正しま
した。 

②退職者⽤源泉徴収票（受給者交付⽤） 
社員登録で“年調しない”を選択した場合、[F6 出⼒設定]／⾦額出⼒タブの『"年調未済"該当者の
控除額等を出⼒』にチェックを付けて出⼒すると、基礎控除額欄に****が出⼒されていたのを修
正しました。 
 

 その他の改良・修正を⾏いました。 
 
※詳細は、次ページからの“給与処理ｄｂ【給与計算】（VERSION: 16.101）の変更点” を参照してくださ

い。 
 
 
 
 

 
 
 
 

ご注意 
●他のＩＣＳシステムとマスターのやり取りを⾏われる場合は、他のＩＣＳシステム側も当改正対応プロ 

グラムのインストールを⾏い、バージョンを統一してください。 
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給与処理ｄｂ【給与計算】（VERSION:16.101）の変更点 
 改正概要 
 

Ⅰ．「通勤⼿当非課税限度額」の改正 
 

1）概要 
令和 7 年 11 月 19 ⽇に所得税法施⾏令の⼀部を改正する政令（令和 7 年政令第 380 号）が公布され、 
通勤のため⾃動⾞などの交通⽤具を使⽤している給与所得者に⽀給する通勤⼿当の非課税限度額が引き 
上げられました。 
この改正は、令和 7 年 11 月 20 ⽇に施⾏され、令和 7 年 4 月 1 ⽇以後に⽀払われるべき通勤⼿当につ 
いて適⽤されます。 
このため、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤⼿当を⽀払っていた場合には、令和 7 年分の 
年末調整で対応が必要となります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

《参考 URL》 
通勤⼿当の非課税限度額の改正について｜国税庁 
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm 

 
     ※『給与処理ｄｂ【年末調整】』プログラムでは、下記の帳票の変更対応をしました。 

    ・給与集計表 
        非課税限度額の改正に該当する可能性のある社員の確認が⾏えます。 
    ・源泉徴収簿／年末調整票 
      国税庁の記載例に対応した帳票が出⼒が⾏えます。 
    ・個人変動情報リスト 
     内通勤非課税額の確認が⾏えます。 

 
 
Ⅱ．令和８年分から適⽤される改正 
 

1）源泉徴収税額表 
①令和８年分源泉徴収税額表に対応しました。 

・給与所得の源泉徴収税額表（電算機計算の特例） 
   ・給与所得の源泉徴収税額表（月額表） 

・賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表 
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Ⅲ．令和 7 年分から適⽤される改正 
 

①令和 7 年分「源泉徴収票」新様式に対応しました。 
 
 
 

 改正対応 
 

Ⅰ．登録・導入 
 

1）源泉徴収税額表 
■通勤費 
①通勤⼿当⾃動計算テーブルの更新（改正施⾏⽇︓令和 8 年 1 月） 
 ※令和 8 年 1 月分にマスターを更新すると、改正後の⾦額に⾃動的に変更されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■給与所得の源泉徴収税額表（電算機計算の特例） 
   ①令和 8 年分源泉徴収税額表に対応しました。 

※別表第⼀、別表（甲欄第二、第三、乙欄第二）、別表（甲欄第四、乙欄第三）、乙欄 
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   ■給与所得の源泉徴収税額表（月額表） 
①令和 8 年分源泉徴収税額表に対応しました。（※月額表、特定） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表 
①令和 8 年分、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表に対応しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2）会社・社員情報リスト 
■個人番号チェックリスト 
①控除対象外の説明⽂⾔を変更しました。 

「（外）︓控除対象外」 （配偶者の個人番号は対象外でも必要となる場合があります）」  
              ↓ 

「（外）︓控除対象外」 （個人番号は対象外でも必要となる場合があります）」 
 
 
 
Ⅱ．給与・賞与／入⼒・出⼒ 
 

1）給与・賞与 
■個人番号登録画面 ※[登録更新→個人番号登録] 
①控除対象外の説明⽂⾔を変更しました。 

「（外）︓控除対象外」 （配偶者の個人番号は対象外でも必要となる場合があります）」  
              ↓ 

「（外）︓控除対象外」 （個人番号は対象外でも必要となる場合があります）」 
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Ⅲ．年末調整／入⼒・出⼒ 
 

1）年末調整（給与上⼿くん α は給与・賞与の入⼒画面にある年末調整から同様の処理 
が可能です） 
 

■控除入⼒  ※令和 7 年分マスターのみ対応 
①令和７年４月１⽇以降に⽀払われる通勤⼿当が通勤費の非課税限度額の引き上げ対象になるので、 

  遡って非課税額の精算を⾏います。該当の社員⼀人⼀人登録が必要となります。 
『控除⼊⼒タブ』の“非課税修正分”欄にカーソルを置くと、[F6 通勤非課税]ボタンが押せるように 
なり下記のダイアログが表示されます。 
「1 カ月当たりの差額」と「月数」をもとに「非課税となる通勤⼿当」を算出します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    《画面の構成》 
     ❶各月ごとの改正前の通勤⼿当（非課税）と改正後の通勤⼿当（非課税）との差額を表示します。 

・通勤⼿当（非課税）︓各月の通勤⼿当（非課税）の⾦額が表示されています。 
・差額       ︓通勤⼿当（非課税）が改正前の非課税限度額と等しい場合で、かつ、 

引き上げ対象の⾦額である場合にのみ表示します。 
⾦額は以下のうち低い⽅の⾦額です。 
「改正後の非課税限度額－改正前の非課税限度額」または「通勤費 
（課税）」を表示します。 

 
     ❷年末調整での精算する非課税となる通勤⼿当を表示します。 
      右下の[F5 転記]ボタンを押下すると、各月の差額と発生している月数を転記し、非課税となる 

通勤⼿当を算出します。 
毎月の差額が違っている場合、[F5 転記]ボタン押下時に「1 か月あたりの差額」「月数」は 
転記されず、計算結果部分の「非課税となる通勤⼿当」のみ転記されます。 

 
②[OK（End）]ボタンを押下すると、「非課税となる通勤⼿当」の⾦額を『控除⼊⼒タブ』の「内通 
 勤非課税精算分」欄へ転記します。 

非課税修正分欄にはその他の非課税がある場合は合算して表示されます。（直接変更可能） 
 
 
 
 

※例えば、12 月 5 ⽇⽀給、すでに改正後の⾦額に実額で通勤費（非課税）、通勤費（課税）を 
変更している場合、12 月分の通勤⼿当（非課税）欄は実額の⾦額、差額は空欄になります。 
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 修 正 
 

Ⅰ．給与・賞与／入⼒・出⼒ 
 

1）給与・賞与 
①クラウド共有を⾏っているマスターにおいて、個人番号欄がグレーで空欄になるケースがあったのを 

修正しました。 
『令和７年分年末調整対応プログラム（Ver.16.001）』をインストール後、クラウド上の最新マス 
ターがバージョンアップ前の場合、個人番号が表示されないケースがありました。 
 
 

Ⅱ．給与・賞与／入⼒・出⼒ 
 

1）出⼒処理 
■次月計算基礎票  
①給与体系登録の条件によって、下記のメッセージが表示されるケースがあったのを表示しないように 

修正しました。 
「時間外合計」と「遅早控除」が給与体系登録に登録されている場合、その項目に集計する項目が 
給与体系登録にセットされていなくても、上記メッセージを表示しないようにしました。 

《メッセージ》 
「給与体系登録で未登録の下記項目に⾦額が発生している社員がいます。該当社員は明細書⼊⼒画面 
の差引⽀給額が⾚表示されますので、下記項目を⼀覧⼊⼒画面で確認してください。」 
 

■退職者⽤源泉徴収票（受給者交付⽤） 
①社員登録で“年調しない”を選択した場合、[F6 出⼒設定]／⾦額出⼒タブの"年調未済"該当者の控除 

額等を出⼒にチェックを付けて出⼒すると、基礎控除額欄に****が出⼒されていたのを修正しまし 
た。 
 
 

Ⅱ．年末調整・合計表／出⼒ 
 

1）出⼒処理（年調関係） 
■源泉徴収票  
①社員登録で“年調しない”を選択した場合、[F6 出⼒設定]／⾦額出⼒タブの"年調未済"該当者の控除 

額等を出⼒にチェックを付けて出⼒すると、基礎控除額欄に****が出⼒されていたのを修正しまし 
た。 

 
 

以上 


